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令和元年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会会議録 
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第１ 会期の決定 

第２ 会議録署名議員の指名 

第３ 議案第４号 公立岩瀬病院企業団議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例 
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１番 大河内和彦 ２番 荒井裕子 ３番 市村喜雄 ４番 溝井光夫 
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９番 菊地 洋  10番 高橋秀勝  

遅参通告議員 

  なし 

欠席議員 

なし  

説明のため出席した者 

企業長      伊東幸雄     院長       三浦純一 

副院長      大谷 弘     副院長      土屋貴男 
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 －2－ 

午後２時 開会 

○議長（高橋秀勝君） 

皆さん、こんにちは。 

ただ今より令和元年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

欠席通告議員、遅参通告議員はありません。出席議員は定足数に達しておりま

す。 

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。 

この際、諸般の報告をいたします。 

監査委員から、例月出納検査結果報告書が提出されております。 

印刷の上、お手元に配布いたしておりますので、ご了承願います。 

これより、議事に入ります。 

日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日一日限りといたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日限りと決しました。 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、本会議規則第７７条の規定により、議長において、７番 

鈴木正勝議員、８番 渡邉達雄議員、９番 菊地洋議員を指名いたします。 

日程第３、議案第４号を議題といたします。 

あらかじめ、お願いいたします。説明・質問及び答弁にあたっては、議席で起

立のうえ、簡潔明確に発言され、会議の円滑な進行にご協力願います。 

それでは提出者から、提案理由の説明を求めます。 

企業長 

○企業長（伊東幸雄君） 

本日ここに、公立岩瀬病院企業団議会６月定例会が招集となりましたところ、

議員の皆様方には、公私ともに何かとご多用の中、ご参集をいただき誠にありが
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とうございます。 

今期定例会におきましては、ただ今議題となりました議案１件につきご審議い

ただくこととなりますが、提案理由の説明に先立ちまして前定例会以後の病院事

業について、主なものをご報告申し上げます。 

はじめに、医師体制についてですが、本年７月１日現在、常勤医師は初期臨床

研修医５名を加えて、３２名体制となっております。本年４月からの異動として

は、まず消化器内科１名、形成外科１名、小児科１名が増員となっています。な

お小児科については、６月末日で１年３ヵ月勤務した医師１名が退職となってお

ります。また、形成外科医１名については福島県の修学資金貸与の関係から、県

内での２年間の勤務に加え僻地での診療も義務となっていますので、県の担当部

署とも協議しながら必要な対応を図っているところです。今後、県内にはこのよ

うな修学資金の貸与を受けた医師が増える見込みであり、当院でも継続してこれ

ら医師の受け入れが出来るように県の担当部署とも連携を図って参ります。更に、

４月からは４名の初期臨床研修医を迎えており、現在２年目となる１名と併せて

５名の初期臨床研修医が研修を行っております。 

引き続き医師招聘を進め診療体制の強化を図って参りたいと思いますが、先月

２７日には病診連携などの強化を目的に登録医の先生をはじめ、行政、議会など

の皆さんの出席も得て今年度の「オープンシステム総会」を開催しております。

この席上でも出席者相互の理解を深めながら当院運営についての協力をお願いし

たところです。 

次に、平成３０年度病院事業会計決算見込について申し上げます。 

入院患者数は前年度とほぼ同数の７８，８０５人（前年度比２８２人減）とな

っていますが、外来患者数については９２，２００人（前年度比２，７２７人増）

となり前年度を上回っています。 

平成３０年度は患者数の動向に留意しながら医師招聘や診療報酬制度に対する

対策などに取り組み、チーム医療を提供するなかで医療の質を向上することを目

指して参りましたが、様々な取り組みが入院及び外来それぞれの診療単価を押し

上げるなどの効果をもたらしております。また、産科婦人科における分娩数は５

８０件（対前年度比４０件の増）となりましたが、構成市町村別内訳で申し上げ

ますと、須賀川市２０８件、鏡石町４１件、天栄村１４件、玉川村１９件となり、
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構成四市町村で２８２件、全体の４８．６％を占める実績となっています。この

他、県外からも１０３件ほどの実績があり里帰り分娩の受け入れにもつながって

いるものと思っています。結果、入院収益は３５億９千３百２７万円余り（前年

比９千９百９３万円余りの増）、外来収益についても１２億２千６百２０万円余

り（前年度比６千２百７２万円余りの増）となり医療収益の決算見込合計額は５

７億２千４百５７万円余り（前年度比９千６百６３万円余りの増）となる見込み

です。 

その一方で、医業費用決算見込額は、人件費、材料費、その他経費等の増額に

より、前年度比９千６百６０万円余りの増額となる５８億５百８万円余りとなり、

医業収支につきましては８千５０万円余りの損失となる見込みでありますが、こ

こに医業外収支を加えた経常収支につきましては１億千２５０万円余りの利益と

なる見込みとなっています。更に、特別損失として過年度分の退職手当引当金等

５千２百４０万円余りを計上した結果、これを差し引いた純損益は６千７百２５

万円余りの利益となり、平成２９年度に引き続き黒字決算を見込んでおります。 

なお、３０年度決算につきましては、今後、公認会計士の意見を伺ったうえで、

監査委員による監査を経て、企業団議会９月定例会に提出することとしておりま

す。 

また、新公立岩瀬病院改革プランで設定している目標数値につきまして「病床

稼働率」は８０．４％となり、目標としていた８３．３％を２．９ポイント下回

ることになりました。一方、「経常収支比率」は１０１．８％となり、目標とし

ていた９７．８％を４ポイント上回り、「職員給与比率」は５６％と３０年度目

標数値５８．３％を達成しております。 

以上のように、平成３０年度は２年連続となる黒字決算を見込んでおりますが、

今年度は「新公立岩瀬病院改革プラン」の３年目となりますので、引き続き、地

域医療連携推進法人制度の活用に向けた取り組みや医師招聘による診療体制の強

化、地域包括ケア病棟や在宅支援センターの活用など地域の医療ニーズに一層応

えることが出来る病院づくりに努め、少子超高齢社会の中で、この１０月には消

費税の増税も予定されるなど引き続き厳しい環境下にはありますが、全職員が病

院目標と成果を共有しながら、地域医療の一層の推進と医業収益を上げていくた

めの取り組み、更には、支出の削減に向けた取り組みを強化しつつ、地域から信
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頼される病院、安定的な黒字基調の病院経営を目指して参りますので、議員皆様

方の特段のご指導とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

以上、病院運営の現状及び当面の課題等をご説明申し上げましたが、今期定例

会には、単行議案１件を提案しております。提出議案に係る提案理由につきまし

ては、事務長から説明申し上げますので、慎重にご審議のうえ、速やかに議決を

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（高橋秀勝君） 

 事務長 

〇事務長（塩田卓君） 

 公立岩瀬病院企業団の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例であります。 

本議案は、当企業団議会の議員の皆様の報酬及び費用弁償に関して定める条例

の一部を改正する条例です。 

企業団議員報酬は年額で定めており、その支給は毎年、９月と３月にそれぞれ

半額を支給することとしております。議員の職を離れたときには、その日の属す

る月に支給することとなっておりますが、事務処理上の日数をいただき支給期限

を改めたく、本議会にお諮りするものです。 

 改正個所は、添付資料としてお配りしている新旧対照表をご覧ください。 

新旧対照表右側に現行の条例では第３条３段目、ただし書きから、ただし、議員

の職を離れたときは、その日の属する月に支給する。となっていますが、左側、

改正後（案）では、同じく第３条３行目、ただし書きから、ただし、議員の職を

離れたときは、その日の属する月の翌月末日までに支給する。と改めるものです。 

 現行では月の末日等に議員の職を離れる決定がされた場合、事務処理の都合上

その月に報酬の支払いが困難なことも想定されますので期限日を翌月末日までと

定めるものです。 

実際の支給にあたりましては、速やかに支払いの処理をさせていただきます。 

 本議会でご承認いただきましたら、交付の日から施行したいと考えております。 

以上、議案１件について、提案理由を説明させていただきました。よろしくご

審議をお願い申し上げます。 

○議長（高橋秀勝君） 
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 これより、議案第４号 公立岩瀬病院企業団議会の議員報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝君） 

質疑なしと認めます。 

これにて、質疑を終結いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝君） 

討論なしと認めます。 

これにて、討論を終結いたします。 

これより、議案第４号 公立岩瀬病院企業団議会の議員報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（高橋秀勝君） 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、令和元年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会を閉会いたしま

す。ご苦労さまでした。 

 

 

        令和元年７月２日 午後２時２０分   閉会 

      

 


